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大川嶺の霧氷（久万高原町提供）

年
頭
の
ご
あ
い
さ
つ

新
組
合
会
議
員
の
紹
介

被
用
者
年
金
の
制
度
の
一
元
化
に
つ
い
て

平
成
24
年
度
上
半
期
の
短
期
経
理
の
現
況

平
成
23
年
度
医
療
費
の
３
要
素
の

全
国
と
の
比
較

短
期
給
付
に
係
る
附
加
給
付
の

見
直
し
に
つ
い
て

平
成
24
年
度
共
済
事
業
に
関
す
る

懇
談
会
開
催

平
成
23
年
度
特
定
健
康
診
査
及
び

特
定
保
健
指
導
の
実
施
状
況
に
つ
い
て

入
学
・
修
学
貸
付
の
ご
案
内

共
済
貯
金
の
利
息
に「
復
興
特
別
所
得
税
」が

課
税
さ
れ
ま
す
。
／
他

簡
単
・
便
利
・
低
利
な
物
資
事
業
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
／
他
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16
日
に
可
決
・
成
立
い
た
し
ま
し
た
。

　

今
後
、
平
成
27
年
10
月
に
向
け
た
本
格
的

な
準
備
作
業
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

一
方
、
医
療
保
険
制
度
に
つ
き
ま
し
て
は
、

厚
生
労
働
省
の「
高
齢
者
医
療
制
度
改
革
会

議
」に
お
い
て
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
を

廃
止
し
、
新
た
な
高
齢
者
医
療
制
度
の「
最

終
と
り
ま
と
め
」が
な
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、

未
だ
国
会
へ
の
法
案
提
出
は
な
さ
れ
て
お
り

ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
協
会
け
ん
ぽ
の
財
政
問
題
を
契
機

に
講
じ
ら
れ
た
後
期
高
齢
者
医
療
に
対
す
る

支
援
金
の
3
年
間
の
特
例
措
置
は
、
今
年
度

末
で
期
限
を
迎
え
ま
す
が
、
厚
生
労
働
省
の

諮
問
機
関
で
あ
る
社
会
保
障
審
議
会
医
療
保

険
部
会
は
、
更
に
2
年
間
延
長
す
る
方
向
で

あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
制
度
の
維
持
を
高
め
る
た
め
の
年

金
や
高
齢
者
医
療
制
度
改
革
に
つ
き
ま
し
て

は
、
先
の
3
党
合
意
で
は
社
会
保
障
制
度
改

革
国
民
会
議
で
検
討
し
、
結
論
を
得
る
と
の

こ
と
で
あ
り
ま
す
の
で
、
今
後
の
動
向
を
注

視
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま

す
。

　

い
ず
れ
に
い
た
し
ま
し
て
も
、
昨
今
の
組

合
員
数
の
大
幅
な
減
少
に
加
え
、
給
料
や
期

末
手
当
等
の
減
額
に
よ
り
掛
金
・
負
担
金
収

入
が
減
収
す
る
厳
し
い
財
政
状
況
の
中
、
共

済
組
合
制
度
に
と
っ
て
、
極
め
て
重
要
な
制

度
改
革
の
局
面
を
迎
え
よ
う
と
し
て
お
り
ま

す
の
で
、
役
職
員
力
を
合
わ
せ
て
努
力
を
尽

く
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

本
年
も
組
合
事
業
の
円
滑
な
運
営
の
た

め
、
皆
様
の
一
層
の
ご
理
解
、
ご
協
力
を
賜

り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

最
後
に
、
皆
様
方
の
益
々
の
ご
健
勝
と
ご

多
幸
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
し
て
、
年
頭
の

ご
あ
い
さ
つ
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

理

事　

長  

髙
須
賀　

功 

（
東　

温　

市
）

理

事  

稲
本　

隆
壽 

（
内　

子　

町
）

　
　

〃　
　
　
大
城　

一
郎 

（
八
幡
浜
市
）

　
　

〃　
　

  

村
上　

一
郎 

（
大　

洲　

市
）

　
　

〃　
　

  

池
田　

正
司 

（
松　

山　

市
）

　
　

〃　
　
　
清
家　

新
生 

（
宇
和
島
市
）

議

員  

石
川　

勝
行 

（
新
居
浜
市
）

　
　

〃　
　
　
青
野　
　

勝 

（
西　

条　

市
）    

　
　

〃　
　
　
清
水　

　

裕 

（
大　

洲　

市
）

　
　

〃　
　
　
志
賀　

仁
士 

（
今　

治　

市
）

　
　

〃　
　
　
和
田　

雅
志 

（
久
万
高
原
町
）

　
　

〃　
　
　
二
宮　

洋
之 

（
鬼　

北　

町
）

監

事  

甲
岡　

秀
文 

（
鬼　

北　

町
）

　
　

〃　
　
　
武
田
誠
一
郎 

（
今　

治　

市
）

学
識
経
験
監
事  

原
田　

満
範

事
務
局
長  

山
内　

定
樹外

職
員
一
同

び
共
済
組
合
制
度
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
官

民
均
衡
を
背
景
に
厳
し
さ
を
増
し
て
お
り
ま
す
。

　

公
的
年
金
制
度
に
つ
き
ま
し
て
は
、「
社

会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
」関
連
法
案
と
し

て
国
会
に
提
出
さ
れ
て
お
り
ま
し
た「
被
用

者
年
金
一
元
化
法
案
」が
、
昨
年
8
月
10
日

可
決
・
成
立
い
た
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
公
務
員
も
平
成
27
年
10
月

か
ら
民
間
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
同
じ
厚
生
年
金

に
加
入
す
る
こ
と
と
な
り
、
ま
た
、
保
険
料

も
平
成
30
年
か
ら
厚
生
年
金
の
保
険
料
と
統

一
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
公
務
員
の
特
殊
性
を
踏
ま
え
た
職

域
加
算
を
廃
止
し
、
民
間
の
企
業
年
金
に
相

当
す
る「
新
た
な
年
金
制
度
」を
設
け
る
こ
と

に
つ
き
ま
し
て
も
、
人
事
院
の
調
査
結
果
を

踏
ま
え
て
、
政
府
の
有
識
者
会
議
が
昨
年
7

月
に
ま
と
め
た
報
告
書
に
基
づ
き
、
退
職
手

当
を
15
％
減
額
す
る
法
案
と
と
も
に
、
昨
年

11
月
2
日
に
臨
時
国
会
に
提
出
さ
れ
、
同
月

　

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

組
合
員
の
皆
様
に
は
、
ご
家
族
お
揃
い
で

お
健
や
か
な
平
成
25
年
の
新
春
を
お
迎
え
の

こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
、
本
組
合
の
事
業
運
営
に
関
し
ま
し

て
、
平
素
よ
り
多
大
な
る
ご
理
解
と
ご
協
力

を
賜
り
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

私
は
、
昨
年
12
月
3
日
の
任
期
満
了
に
伴

う
役
員
選
挙
に
お
い
て
再
度
理
事
長
に
ご
推

挙
を
い
た
だ
き
、
引
き
続
き
そ
の
重
責
を
担

う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

今
日
の
共
済
組
合
を
取
り
巻
く
極
め
て
厳

し
い
情
勢
の
中
、
そ
の
使
命
の
重
大
さ
を
痛

感
し
、
組
合
員
、
ご
家
族
の
皆
様
の
た
め
の

福
祉
の
向
上
、
共
済
組
合
制
度
の
充
実
発
展

の
た
め
、
新
た
な
決
意
を
も
っ
て
諸
課
題
に

取
り
組
む
所
存
で
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、
少
子
・
高
齢
社
会
の
急
速
な
進
展

や
国
、
地
方
財
政
の
悪
化
等
、
社
会
経
済
情

勢
の
大
き
な
変
動
の
中
で
、
地
方
公
務
員
及

松
山
大
学

経
営
学
部
教
授

理
事
長

　

 

髙
須
賀　

 

功



議　員

石川　勝行
（新居浜市長）
第１区
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平
成
24
年
11
月
21
日
に
実
施
し
た

任
期
満
了
に
伴
う
組
合
会
議
員
選
挙

に
お
い
て
、
市
町
村
長
で
あ
る
議
員

7
人
、
市
町
村
長
以
外
の
組
合
員
で

あ
る
議
員
7
人
の
計
14
人
の
組
合
会

議
員
が
選
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
12
月
3
日
に
開
催
し
た
職

員
側
議
員
協
議
会
、
市
町
村
長
議
員

協
議
会
、
理
事
打
合
せ
会
及
び
第

1
8
2
回
組
合
会
に
お
い
て
役
員
選

挙
を
実
施
し
、
理
事
長
、
理
事
及
び

監
事
を
選
出
し
ま
し
た
。

　

組
合
会
議
員
の
皆
さ
ん
に
は
、
平

成
24
年
12
月
1
日
か
ら
平
成
26
年
11

月
30
日
ま
で
の
2
年
間
、
共
済
組
合

の
運
営
を
担
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
と

な
り
ま
す
。

※
24
年
12
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
、

市
町
村
長
で
あ
る
議
員（
第
1
選
挙
区
）

の
補
欠
選
挙
は
、
12
月
14
日
、
え
ひ
め

共
済
会
館
に
て
執
り
行
わ
れ
、
青
野 

勝

西
条
市
長
が
当
選
さ
れ
ま
し
た
。

理
事
長
に

髙
須
賀　

功
氏
選
出

青野　　勝
（西条市長）
第１区

甲岡　秀文
（鬼北町長）
第３区

監　事

理　事

大城　一郎
（八幡浜市長）
第３区

理事長

髙須賀　功
（東温市長）
第２区

稲本　隆壽
（内子町長）
第２区

議　員

清水　　裕
（大洲市長）
第２区

市町村長側
組合会議員・役員

理　事

村上　一郎
（大洲市建設部都市整備課）

第２区

理　事

池田　正司
（松山市下水道部河川水路課）

第２区

議　員

和田　雅志
（久万高原町総務課）

第２区

監　事

議　員

二宮　洋之
（鬼北町水道課）

第３区

武田　誠一郎
（今治市環境衛生部環境政策課）

第１区

理　事

清家　新生
（宇和島市総務課）

第３区

議　員

志賀　仁士
（今治市水道部水道サービス課）

第１区

職　員　側
組合会議員・役員

理事長職務代理者

議　員
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〔　　　　　　　　　　 　　　　 　 〕

厚生年金 共済年金

① 被保険者の年齢制限 ○70歳まで ○年齢制限なし（私学共済除く。）

② 未支給年金の給付範   
　 囲

○死亡した者と生計を同じくしていた配偶者、
　子、父母、孫、祖父母、又は兄弟姉妹
 　（注:年金機能強化法により、甥姪など3親等
　内の親族にも拡大）

○遺族（死亡した者によって生計を維持してい
　た配偶者、子、父母、孫、祖父母）、又は遺
　族がいないときは相続人

③ 老齢給付の在職支給
 　停止

○老齢厚生年金受給者が厚生年金被保険者と
　なった場合
　・65歳までは（賃金+年金）が28万円を超え
　　た場合、年金の一部又は全部を支給停止。
　・65歳以降は（賃金+年金）が46万円を超え
　　た場合、年金の一部又は全部を支給停止。
○老齢厚生年金受給者が共済組合員となった
　場合
　年金の支給停止なし。

○退職共済年金受給者が共済組合員となった場合
　（賃金+年金）が28万円を超えた場合、年金の
　一部又は全部を支給停止。3階部分は支給停止。
　※私学共済の退職共済年金受給者が私学共
　　済加入者となった場合は、厚生年金と同
　　様の方式。
○退職共済年金受給者が厚生年金被保険者と
　なった場合
　（賃金+年金）が46万円を超えた場合、年金の
　一部又は全部を支給停止。

④ 障害給付の支給要件
○初診日の前々月までの保険料納付済期間及
　び保険料免除期間を合算した期間が3分の2
　以上必要（保険料納付要件あり。）

○保険料納付要件なし。

⑤ 遺族年金の転給

○先順位者が失権しても、次順位以下の者に
　支給されない。
　（例:遺族年金受給中の子供のいない妻が死亡
　すると、その遺族年金は支給されなくなる。）

○先順位者が失権した場合、次順位者に支給
　される。
　（例:遺族年金受給中の子供のいない妻が死亡
　したとき、一定の場合、その遺族年金が父
　母等に支給される。）

※手 当 率 制・・・給料月額に共済法で定められた手当率（一般組合員1.25、特別職1.00）を乗じたものを給付額の算
　　　　　　　　　定基準とするものです。
※標準報酬制・・・4月～6月の報酬（手当を含む。）の平均額を標準報酬の等級に当てはめて標準報酬を決定し、これ
　　　　　　　　　を給付額の算定基準とするものです。

【平成27年10月から】
　公的年金としての 3階部分（職域部分）は廃止されます。廃止後の新たな年金については、次号でお
知らせします。なお、施行日前に共済年金の受給権を有する者については、従来どおり職域部分を支給
することになります。

5 共済年金にある公的年金としての3階部分（職域部分）は廃止する。公的年金としての3階部分
（職域部分）廃止後の新たな年金については、別に法律で定める。

【公布（平成24年8月22日）から1年を超えない範囲内で政令で定める日から】

6 追加費用削減のため、恩給期間に係る給付について本人負担の差に着目して27%引き下げる。
　ただし、一定の配慮措置を講じる。

【共済年金と厚生年金の制度的な差異】

【平成27年10月から】
　被保険者の記録管理、標準報酬の決定・改定、保険料の徴収、保険給付の裁定等を行う主体として、
厚生労働大臣に加え、共済組合等が規定されています。
　なお、現在は給付額の算定基準として「手当率制」を採用していますが、平成27年10月からは厚生年金
が採用している「標準報酬制」に移行されます。また、短期（医療）・長期（年金）・福祉の3事業一体によ
る効率的な事務処理という観点から、短期・福祉事業についても「標準報酬制」に移行されます。
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　組合員の皆さんが加入している共済年金制度を民間サラリーマンが加入する厚生年金制度に統合する
こととした「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」が平成24
年8月10日に成立し、8月22日に公布されました。その法律の概要についてお知らせします。

平成 27年 10月 共済年金と厚生年金が一元化

【平成27年10月から】
　現在、民間企業に勤めている人は厚生年金に加入し、公務員や私学教職員は共済組合に加入していま
すが、公務員等も厚生年金に加入することになります。また、下図の2階部分の年金は、厚生年金に統
一されることになります。（2階部分の算定方式は現在も同じです。）

1 厚生年金に公務員及び私学教職員も加入することとし、2階部分の年金は厚生年金に統一する。

【平成27年10月から】
　共済年金と厚生年金の制度的な差異は、右表のとおり基本的に厚生年金に揃えることで解消すること
になります。

2 共済年金と厚生年金の制度的な差異については、基本的に厚生年金に揃えて解消する。

【平成27年10月から】
　保険料率は、現在も毎年0.354%ずつ引き上げていますが、この引き上げスケジュールを法律に位置付
け、公務員は平成30年に18.3%で統一します。ただし、職域部分（3階部分）が廃止されるため、職域部分
も含めた保険料率が1・2階給付のみにかかるものとなり、保険料率の実質の引き上げとなります。

3 共済年金の1・2階部分の保険料を引き上げ、厚生年金の保険料率（上限18.3%）に統一する。

4 厚生年金事業の実施に当たっては、効率的な事務処理を行う観点から、共済組合や私学事業
団を活用する。また、制度全体の給付と負担の状況を国の会計に取りまとめて計上する。

〈平成27年 10月以降の年金制度〉〈現在の年金制度〉

国民年金 （基礎年金）

国民年金基金
（第１号被保険
者の希望者）

企業年金等

自営業者等
（第1号
被保険者）

民間サラリーマン
（第2号被保険者）

公務員、私立学校教職員等
（第2号被保険者）

厚生年金
保険

共済年金
（共済組合）

公務員、民間
サラリーマン
の被扶養配偶
者（第3号被
保険者）

民間サラリー
マン
（第2号
被保険者）

公務員、私立
学校教職員等
（第2号
被保険者）

職域部分 ３階部分

２階部分

１階部分 国民年金

厚生年金保険

（基礎年金）

３階部分

２階部分

１階部分

企業年金等 職域部分廃止後の新たな年金制度

被用者年金を一元化
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　平成23年度の組合員医療費及び平成24年度の財源率の状況についてお知らせします。
　医療費の三要素である「受診率」、「1件当たり日数」、「1日当たり金額」のうち、「1件当
たり日数」については前年度より0.05日減少し、「受診率」は前年度より0.96%増加しま
したが、いずれも全国平均よりやや低い値で推移しています。「1日当たり金額」につい
ては前年度より96円増加し6,657円(13位)と全国平均より高い状態が続いています。
　「組合員1人当たり金額」は、10万7,607円(30位)となり、平成15年度から9年連続で
全国平均(11万525円)を下回っています。
　「平均給料月額」は、前年度より66円減少し32万2,430円(31位)で、全国平均(32万
5,926円)より3,496円低い金額となっています。
　「短期財源率」は、118.8‰ (20位)で、前年度より3‰低くなったものの、全国平均
(116.07‰ )より2.73‰高くなっています。

全国との
比較

■短期財源率・平均給料月額の他県との比較 ■組合員の診療諸率の他県との比較
短期財源率

（平成24年度 対給料 単位：‰）
（期末手当を除く）

平均給料月額
（平成24年3月末現在　単位：円）

受　診　率
（平成23年度 単位：％）

（１ヶ月１００人当たり受診件数）

1件当たり日数
（平成23年度 単位：日）

1日当たり金額
（平成23年度 単位：円）

１人当たり金額（年額）
（平成23年度 単位：円）

（薬剤を含む）

1 沖　縄 135.50 1 大  分 337,248 1 大  阪 76.22 1 大  阪 2.02 1 北海道 7,707 1 奈  良 129,198 
2 鹿児島 132.20 2 広  島 335,015 2 奈  良 74.35 2 佐  賀 1.94 2 大  分 7,085 2 佐  賀 123,273 
3 佐　賀 131.30 3 福  島 333,087 3 徳  島 73.61 3 福  岡 1.94 3 沖  縄 7,077 3 北海道 121,113 
4 奈  良 130.90 4 兵  庫 333,067 4 和歌山 72.26 4 埼  玉 1.87 4 島  根 6,826 4 大  阪 120,447 
5 熊  本 128.10 5 長  崎 332,213 5 東  京 72.22 5 和歌山 1.85 5 石  川 6,801 5 宮  城 118,853 
6 大  分 127.10 6 鹿児島 332,209 6 三  重 71.93 6 大  分 1.85 6 岩  手 6,787 6 秋  田 117,893 
7 島  根 124.40 7 山  形 331,810 7 宮  城 71.64 7 奈  良 1.85 7 福  井 6,785 7 大  分 117,826 
8 岡  山 123.90 8 栃  木 331,064 8 栃  木 71.43 8 富  山 1.83 8 奈  良 6,752 8 青  森 117,591 
9 高  知 123.80 9 千  葉 330,914 9 福  島 69.97 9 香  川 1.83 9 岡  山 6,721 9 香  川 116,547 
10 和歌山 122.50 10 神奈川 330,846 10 埼  玉 69.88 10 青  森 1.83 10 秋  田 6,710 10 広  島 116,533 

20 愛  媛 118.80 31 愛  媛 322,430 29 愛  媛 65.87 32 愛  媛 1.73 13 愛  媛 6,657 30 愛  媛 107,607 

38 愛  知 109.00 38 滋  賀 318,408 38 鹿児島 63.82 38 三  重 1.69 38 三  重 5,953 38 福  井 103,573 
39 長  野 108.00 39 京  都 317,887 39 滋  賀 63.64 39 岩  手 1.69 39 愛  知 5,937 39 島  根 102,130 
40 新  潟 106.60 40 福  井 317,096 40 静  岡 63.58 40 秋  田 1.69 40 千  葉 5,925 40 山  形 101,524 
41 群  馬 105.00 41 高  知 317,016 41 山  梨 62.45 41 長  野 1.68 41 神奈川 5,847 41 新  潟 101,376 
42 石  川 105.00 42 富  山 316,755 42 大  分 62.38 42 静  岡 1.68 42 岐  阜 5,834 42 山  梨 101,093 
43 福  井 104.50 43 宮  城 316,058 43 福  井 61.77 43 山  形 1.65 43 山  形 5,831 43 岐  阜 100,844 
44 栃  木 102.90 44 沖  縄 315,493 44 長  野 60.98 44 島  根 1.63 44 和歌山 5,789 44 群  馬 99,627 
45 千  葉 102.50 45 岐  阜 313,393 45 島  根 60.92 45 新  潟 1.63 45 埼  玉 5,617 45 鳥  取 97,639 
46 山  形 98.60 46 愛  知 312,922 46 石  川 60.36 46 鳥  取 1.61 46 東  京 5,543 46 静  岡 96,725 
47 富  山 91.20 47 石  川 308,891 47 北海道 59.77 47 福  島 1.61 47 大  阪 5,407 47 長  野 94,645 

平 均 116.07 平 均 325,926 平 均 67.45 平 均 1.78 平 均 6,216 平 均 110,525 

平成22年度 平成23年度 平成24年度0
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911
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組合員 被扶養者

■上半期の医療費
（単位：百万円）

　

組
合
員
の
上
半
期
の
医
療
費
は
、
入
院
に

係
る
医
療
費
が
前
年
度
よ
り
約
４
８
０
０
万

円(

１
８
・
４
２
％)

大
幅
に
増
加
し
た
こ

と
に
伴
い
、
前
年
度
よ
り
約
３
３
０
０
万
円

(

３
・
７
６
％)

増
加
し
、
2
年
連
続
の
増
加

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

被
扶
養
者
の
上
半
期
の
医
療
費
は
、
入

院
に
係
る
医
療
費
が
前
年
度
よ
り
約

３
３
０
０
万
円(

９
・
２
７
％)

増
加
し
た

こ
と
に
伴
い
、
前
年
度
よ
り
約
３
３
０
０
万

円(

３
・
０
５
％)

増
加
し
、
過
去
10
年
間

で
最
も
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

組
合
員 
入
院
医
療
費
が
大
幅
増

〈
平
成
24
年
度
〉

上
半
期
の
医
療
費
の
状
況

被
扶
養
者 

入
院
医
療
費
が
大
幅
増
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　短期給付には、法律で給付の種類や内容などを定める「法定給付」と共済組合が財政事情などを勘案して
定款で定め、法定給付に附加して支給する「附加給付」があります。
　現在、共済組合では一部負担金払戻金等の基礎控除額を一律に定めていますが、健康保険組合において
は、財政が逼迫していることから、法定給付における所得区分にならい、比較的所得の高い者に応分の負
担を求める仕組みとするなど、附加給付水準を引き下げている状況にあるため、健康保険組合と均衡を図
ることとして、総務省から次のとおり見直し案が示されました。

短期給付に係る附加給付の見直しについて

〈附加給付に係る具体の見直し案〉
○一部負担金払戻金、家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金
〔現　　行〕　基礎控除額　　　　　　　　　25,000円（50,000円）
〔見直し案〕　上位所得者の基礎控除額　　　50,000円（100,000円）
　　　　　　上位所得者以外の基礎控除額　25,000円（50,000円）
　※一部負担金払戻金等とは、附加給付として支給される、医療費の自己負担額の払戻金
　※上位所得者とは、給料月額424,000円以上（特別職は53万円以上）の組合員
　※（　 ）内の額は高額療養費が世帯合算に該当する場合の基礎控除額

○災害見舞金附加金
〔現　　行〕　災害見舞金が支給される場合 災害見舞金支給額の10分の6を支給
　　　　　　災害見舞金が支給されず、住宅又は家財の5分の1以上が焼失等した場合 給料の0.5カ
　　　　　　月分×1.25（特別職は1）を支給

〔見直し案〕　廃止

　この見直し案につきましては、昨年8月以降、組合会議員の皆様にご協議をお願いし、昨年11月2日開
催の議員協議会で次のとおり取りまとめをいただいており、平成25年度の予算策定において、更に協議
することとしております。
　なお、（財）愛媛県市町村職員互助会では、会員の掛金を財源とする共済事業（医療補助金）を実施してお
りますが、今回の共済組合の見直しに対応するため、当該事業について協議を行っております。

❶上位所得者に係る一部負担金払戻金等の基礎控除額を、現在の25,000円から50,000円に平成25
年度と平成26年度の2回に分けて引き上げることとし、引上げ額等については、今後検討する。

❷災害見舞金附加金は、全国市町村職員共済組合連合会が実施する災害給付資金の交付対象から除
くこととして関係規程の改正が予定されているので、その状況を踏まえ検討する。

所得区分 自己負担額
(ア)

自己負担限度額
(イ)

高額療養費
(ア)－(イ)

一部負担金払戻金等
(イ)－基礎控除額

一　般 180,000 83,430 96,570 58,400

上　位 180,000 151,000 29,000 126,000

見直し後

101,000

総医療費が60万円（自己負担3割の場合）

自己負担限度額算定式

　一般   80,100円＋（医療費－267,000円）×1%
　上位 150,000円＋（医療費－500,000円）×1%

（単位：円）〈参考〉
一部負担金払戻金等の
計算例



　共済だより 1月号 Vol.272 8

Ｑ ＱA

平成24年度共済事業に関する懇談会開催会場一覧表

開催日
開催地
(選挙区)

出席議員 開催場所
参加
人数

7月 9日
(月)

今 治 市
(第1区)

志賀　 仁士
武田 誠一郎

今治市市民会館
2階「大会議室」

26名

7月10日
(火)

西条市
(第1区)

〃
西条市役所

5階「大会議室」
31名

8月22日
(水)

内子町
(第2区)

池田　 正司
村上　 一郎
上石　 富一

内子町町民会館
2階「研修視聴覚室」

13名

8月23日
(木)

伊予市
(第2区)

〃
伊予市市民会館
4階「第6会議室」

24名

9月 4日
(火)

西予市
(第3区)

三好　　 要
清家　 新生

西予市役所
5階「大会議室」

20名

9月 7日
(金)

伊方町
(第3区)

〃
伊方町役場

3階「会議室」
30名

合             計 144名

平
成
24
年
度

共
済
事
業
に
関
す
る
懇
談
会

―
 

県
内
6
箇
所
で
開
催 ―

　

組
合
員
の
皆
さ
ま
か
ら
各
事
業
に
つ
い
て
広
く
ご
意
見
・
ご
要
望
を
お
伺
い
す
る
た
め
、
昨
年
度
か
ら

実
施
の「
共
済
事
業
に
関
す
る
懇
談
会
」を
本
年
度
は
、
左
表
の
と
お
り
開
催
い
た
し
ま
し
た
。

　

開
催
に
当
た
り
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
組
合
員
の
皆
さ
ま
、
ま
た
開
催
市
役
所
及
び
町
役
場
の
共

済
担
当
課
の
皆
さ
ま
に
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

今
懇
談
会
で
出
さ
れ
ま
し
た
ご
意
見
・
ご
要
望
に
つ
き
ま
し
て
は
、
９
月
18
日
開
催
の
職
員
側
議
員
協

議
会
に
お
い
て
ご
協
議
を
い
た
だ
き
、
11
月
２
日
開
催
の
議
員
協
議
会
で
ご
報
告
し
、
最
終
と
り
ま
と
め

を
い
た
し
ま
し
た
。
今
後
、25
年
度
事
業
計
画
及
び
予
算
に
措
置
す
る
事
項
に
つ
き
ま
し
て
、更
に
ご
検
討
・

ご
協
議
を
お
願
い
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

主
な
ご
意
見
等
及
び
本
組
合
の
回
答
は
、次
の
と
お
り
で
す
。
な
お
、紙
面
の
都
合
上
ご
紹
介
で
き
な
か
っ

た
ご
意
見
等
は
、
本
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
あ
わ
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

平
成
24
年
10
月
か
ら
組
合
員
証
が

カ
ー
ド
化
さ
れ
る
が
、表
示
項
目
、

有
効
期
限
に
つ
い
て
教
え
て
い
た

だ
き
た
い
。

紙
様
式
の
組
合
員
証
で
印
字
さ
れ

て
い
ま
す
住
所
及
び
有
効
期
限
を

除
い
た
項
目
に
つ
い
て
表
示
す
る
こ
と
と
し

て
お
り
ま
す
。

　

な
お
、
住
所
に
つ
き
ま
し
て
は
、
組
合
員

証
の
裏
面
に
住
所
記
入
欄
が
あ
り
ま
す
の
で

ボ
ー
ル
ペ
ン
等
で
記
入
し
て
か
ら
、
使
用
し

て
く
だ
さ
い
。

　

組
合
員
証
の
有
効
期
限
に
つ
き
ま
し
て

は
、
任
意
継
続
組
合
員
証
な
ど
一
部
有
効
期

限
の
設
定
が
必
要
な
組
合
員
証
を
除
き
、
他

の
共
済
組
合
及
び
全
国
健
康
保
険
協
会
等
の

取
扱
い
と
同
様
に
記
載
し
な
い
こ
と
と
し
て

お
り
ま
す
。
紛
失
等
さ
れ
な
い
よ
う
、
特
に
、

低
年
齢
の
子
供
さ
ん
の
証
の
保
管
に
は
、
ご

注
意
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

  

組
合
員
証
の
カ
ー
ド
化
に
よ
り
、

紛
失
件
数
が
増
加
す
る
こ
と
が
懸

念
さ
れ
る
が
、
組
合
員
証
の
再
発

行
に
つ
い
て
は
迅
速
に
対
応
い
た

だ
き
た
い
。
ま
た
組
合
員
証
を
紛

失
し
た
場
合
に
、
そ
の
後
の
使
用

を
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、

お
伺
い
し
た
い
。

組
合
員
証
の
再
交
付
に
つ
き
ま
し

て
は
、
所
属
所
の
共
済
事
務
担
当

課（
係
）を
経
由
し
て
本
組
合
に「
組
合
員
証

等
再
交
付
申
請
書
」を
提
出
し
て
い
た
だ
け

れ
ば
、
速
や
か
に
再
交
付
し
ま
す
。

　

紛
失
さ
れ
た
組
合
員
証
に
つ
き
ま
し
て

は
、
本
組
合
で
使
用
を
止
め
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
万
が
一
盗
難
や
自
宅
外
で
紛
失
さ

れ
た
場
合
は
、
拾
得
者
等
に
よ
る
不
正
使
用

も
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
ト
ラ
ブ
ル
を
回
避

す
る
た
め
に
も
必
ず
最
寄
り
の
警
察
署
に
届

け
出
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

144名参加

総
則
事
項

A

今治市
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共
済
組
合
が
実
施
し
て
い
る「
医

療
費
通
知
」に
つ
い
て
は
、
随
時

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
履
歴
が
閲
覧

で
き
る
よ
う
に
す
る
な
ど
、
経
費

削
減
、
事
務
処
理
の
効
率
化
を
図

る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
医
療
費
通
知
」に
つ
い
て
は
、
現

在
、
年
２
回
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
係
る
費
用
は
、
全
国
連
合
会
か
ら

提
供
を
受
け
て
い
る
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て

い
ま
す
の
で
、
用
紙
代
程
度
の
少
額
の
費
用

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の「
医
療
費
通
知
」事
業
は
、
組
合
員
の

皆
さ
ま
に
医
療
費
に
対
す
る
コ
ス
ト
意
識
と

適
正
受
診
の
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め

に
必
要
な
事
業
と
考
え
て
お
り
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
上
で
随
時
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
す
る

こ
と
は
、
シ
ス
テ
ム
開
発
に
係
る
費
用
が
新

た
に
必
要
と
な
る
こ
と
、
ま
た
、
個
人
デ
ー

タ
の
安
全
性
の
観
点
か
ら
も
難
し
い
と
考
え

て
い
ま
す
。傷

病
手
当
金
の
制
度
拡
充
に
向
け

た
取
り
組
み
を
お
願
い
し
た
い
。

傷
病
手
当
金
は
、
組
合
員
が
公
務

に
よ
ら
な
い
病
気
や
負
傷
に
よ
る

療
養
の
た
め
に
引
き
続
き
勤
務
に
服
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
場
合
に
、
勤
務
に
服
す
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
た
日
以
後
３
日
を
経
過

し
た
日
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

支
給
期
間
は
、
支
給
開
始
日
か
ら
通
算
し

て
１
年
６
月
間
と
さ
れ
て
お
り
、
支
給
額
に

つ
い
て
は
、
給
料
や
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場

合
に
支
給
調
整
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

最
近
で
は
、
病
気
等
で
長
期
間
の
休
職
に

よ
る
傷
病
手
当
金
の
請
求
が
増
え
て
お
り
、

傷
病
手
当
金
の
重
要
性
を
認
識
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
が
、
法
定
給
付
と
し
て
こ
れ
ら
支

給
期
間
等
な
ど
は
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
の
で
、
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

附
加
給
付
の
う
ち
一
部
負
担
金

払
戻
金
の
基
礎
控
除
額
２
５
，０

０
０
円
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
見

直
し
が
あ
る
の
か
お
聞
か
せ
い

た
だ
き
た
い
。

地
方
公
務
員
共
済
組
合
の
事
業
運

営
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
福
利
課

長
通
知
で「
短
期
給
付
に
関
す
る
事
項
の
附

加
給
付
の
給
付
水
準
等
に
つ
い
て
は
、
短
期

給
付
財
政
の
厳
し
い
状
況
等
を
踏
ま
え
た
コ

ス
ト
意
識
の
喚
起
、
対
象
と
な
る
者
と
な
ら

な
い
者
の
負
担
の
均
衡
、
他
の
医
療
保
険
制

度
と
の
均
衡
を
十
分
勘
案
し
て
適
正
に
定
め

る
こ
と
」と
さ
れ
て
お
り
、
附
加
給
付
の
水

準
を
見
直
す
場
合
の
基
準
に
つ
い
て
、
平
成

24
年
２
月
９
日
開
催
の
地
方
公
務
員
共
済
組

合
協
議
会
短
期
給
付
部
会
に
お
け
る
各
地
方

公
務
員
共
済
組
合
か
ら
総
務
省
に
対
す
る
要

望
を
受
け
て
、
官
民
均
衡
に
配
慮
し
た
附
加

給
付
の
望
ま
し
い
水
準
が
示
さ
れ
て
お
り
ま

す
。

　

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
部
負
担
金
の
基
礎
控

除
額
を
法
定
給
付
で
あ
る
高
額
療
養
費
の
所

得
区
分
に
な
ら
い
上
位
所
得
者
と
一
般
所
得

者
に
分
け
、「
給
料
月
額
４
２
４
，０
０
０
円

以
上
の
組
合
員
に
つ
い
て
基
礎
控
除
額
を
５

０
，０
０
０
円
」と
し
、「
給
料
月
額
４
２
４
，

０
０
０
円
未
満
の
組
合
員
は
、
現
行
の
基
礎

控
除
額
２
５
，０
０
０
円
」と
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
ま
す
の
で
、
今
後
、
附
加
給
付
水
準

等
の
見
直
し
に
つ
い
て
、
平
成
25
年
度
事
業

計
画
及
び
予
算
策
定
に
向
け
て
組
合
会
議
員

の
皆
さ
ま
に
ご
協
議
を
お
願
い
す
る
こ
と
と

し
て
お
り
ま
す
。

年
金
の
一
元
化
後
、
共
済
掛
金
は
厚

生
年
金
の
保
険
料
の
計
算
方
法
と

同
様
に
標
準
報
酬
に
基
づ
き
算
定

す
る
の
か
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
。

厚
生
年
金
の
標
準
報
酬
決
定
の
仕

方
と
同
様
の
方
法
で
、
共
済
年
金

も
標
準
報
酬
が
決
定
さ
れ
ま
す
。

　

既
に
国
家
公
務
員
は
標
準
報
酬
制
を
取
り

入
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
に
使
用
さ
れ

て
い
る
シ
ス
テ
ム
を
参
考
に
、
地
方
公
務
員

も
標
準
報
酬
に
係
る
シ
ス
テ
ム
を
開
発
す
る

こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

共
済
年
金
と
厚
生
年
金
と
の
一
元

化
の
時
期
、
ま
た
、
掛
金
の
額
に

変
更
が
あ
る
の
か
教
え
て
い
た
だ

き
た
い
。

年
金
の
一
元
化
は
、
平
成
27
年
10

月
か
ら
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
共
済
年
金
の
保
険
料
率
は
、
平
成

21
年
の
財
政
再
計
算
に
よ
り
、
毎
年
、
９
月

に
引
き
上
げ
が
行
わ
れ
て
お
り
、
現
在
15
・

８
６
２
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

平
成
26
年
の
次
期
財
政
再
計
算
時
に
、
そ

れ
以
後
の
保
険
料
率
が
決
め
ら
れ
、
平
成
30

年
に
厚
生
年
金
と
同
じ
18
・
３
％
に
統
一
さ

れ
る
予
定
と
な
っ
て
い
ま
す
。

短
期
給
付
関
係

AA

A

西条市

年
金
関
係

AA
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Ｑ
脳
ド
ッ
ク
の
利
用
は
３
事
業
年

度
に
１
回
と
限
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
希
望
者
も
多
い
と
思
わ
れ
る

の
で
見
直
す
こ
と
は
で
き
な
い

で
し
ょ
う
か
。

脳
ド
ッ
ク
は
、
実
施
機
関
が
少
な

く
、
各
機
関
と
も
１
日
１
〜
２
人
、

週
２
〜
３
日
の
実
施
と
い
っ
た
状
況
で
あ

り
、
受
入
枠
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、
現
在
の

条
件（
50
歳
以
上
、
３
事
業
年
度
に
１
回
）で

実
施
し
て
い
る
も
の
で
す
。

　

事
業
と
し
て
一
定
の
線
引
き
も
必
要
と
考

え
て
お
り
ま
す
の
で
、
今
後
、
組
合
会
議
員

の
皆
さ
ま
の
ご
意
見
な
ど
を
お
伺
い
し
な
が

ら
検
討
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

人
間
ド
ッ
ク
等
契
約
健
診
機
関

は
、
特
定
健
診
実
施
機
関
に
比

べ
明
ら
か
に
少
な
い
と
思
い
ま

す
。
ド
ッ
ク
受
診
は
、
そ
の
後
の

精
密
検
査
な
ど
の
足
掛
か
り
に

も
な
り
、
か
か
り
つ
け
病
院
な

ど
へ
の
誘
因
に
も
な
り
か
ね
ず
、

幅
広
く
医
療
機
関
に
契
約
の
機

会
を
与
え
る
べ
き
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

特
定
健
診
は
、
厚
生
労
働
省
が
定

め
た
検
査
項
目
を
県
医
師
会
、
全

国
規
模
で
の
病
院
の
団
体
と
全
保
険
者
が
集

合
契
約
と
い
う
形
で
契
約
し
て
実
施
し
て
い

る
も
の
で
、
検
査
内
容
も
違
い
ま
す
の
で
、

特
定
健
診
の
契
約
機
関
と
人
間
ド
ッ
ク
等
の

契
約
機
関
の
数
は
単
純
に
比
較
で
き
ま
せ
ん
。

　

最
近
、
新
規
に
指
定
し
た
健
診
機
関
は
、

三
豊
総
合
病
院
、
順
風
会
健
診
セ
ン
タ
ー
、

尾
道
総
合
病
院
な
ど
で
す
が
、
指
定
に
当

た
っ
て
は
、
健
診
機
関
と
し
て
所
属
所
単
位

で
ま
と
ま
っ
た
要
望
が
あ
る
こ
と
、
一
定
数

の
利
用
者
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
、
特
定
健
康

診
査
、
事
業
者
健
診
の
検
査
項
目
を
包
含
し

て
お
り
助
成
事
業
に
対
応
し
た
事
務
が
遺
漏

な
く
で
き
、
健
診
結
果
の
本
組
合
へ
の
デ
ー

タ
提
供
が
適
正
に
行
え
る
こ
と
な
ど
、
諸
条

件
が
合
致
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら

の
要
件
が
合
う
機
関
が
あ
れ
ば
指
定
を
検
討

し
た
い
と
考
え
ま
す
。

申
込
み
後
の
人
間
ド
ッ
ク
健
診
機

関
の
変
更
と
追
加
募
集
に
つ
い
て

教
え
て
い
た
だ
き
た
い
。

そ
の
年
度
に
申
込
み
を
行
っ
た
人

間
ド
ッ
ク
健
診
機
関
の
変
更
に
つ

い
て
は
、
共
済
組
合
と
健
診
機
関
と
の
信
頼

関
係
に
よ
り
早
期
に
受
診
枠
を
確
保
い
た
だ

い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
安
易
に
健
診
機
関
を

変
更
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。
な
お
、
や
む
な
く
日
程
を
変
更

す
る
場
合
は
、
利
用
券
に
も
記
載
し
て
い
ま

す
が
、
健
診
機
関
の
了
解
を
受
け
た
う
え
で

必
ず
受
診
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
追
加
募
集
の
件
に
つ
い
て
は
、
４

月
期
な
ど
の
新
規
資
格
取
得
者
、
人
事
異
動

等
に
よ
る
他
共
済
組
合
か
ら
の
異
動
な
ど
、

人
間
ド
ッ
ク
の
受
診
機
会
が
得
ら
れ
な
い
場

合
に
つ
い
て
、
検
討
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

人
間
ド
ッ
ク
等
利
用
助
成
の
対
象

項
目
に
Ｐ
Ｅ
Ｔ
検
査
を
加
え
て
い

た
だ
き
た
い
。

Ｐ
Ｅ
Ｔ
検
査
は
、
が
ん
の
早
期
発

見
に
役
立
つ
最
先
端
医
療
技
術
の

新
し
い
検
査
方
法
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す

が
、
県
内
に
お
け
る
Ｐ
Ｅ
Ｔ
検
査
設
備
が
あ

る
健
診
機
関
は
数
箇
所
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

Ｐ
Ｅ
Ｔ
検
査
を
助
成
対
象
項
目
に
加
え
た
場

合
、
受
診
枠
が
少
な
く
、
高
額
な
健
診
検
査

料
金
と
な
り
、
健
診
機
関
の
地
域
格
差
が
生

じ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

人
間
ド
ッ
ク
助
成
に
つ
い
て
は
、
組
合
員

等
が
幅
広
く
受
診
機
会
を
得
ら
れ
、
格
差
の

な
い
健
診
を
受
け
ら
れ
る
事
業
と
考
え
て
お

り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
を
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

現
在
、
被
扶
養
者
の
人
間
ド
ッ
ク

は
、
１
日
ド
ッ
ク
と
な
っ
て
い
る

が
、
１
泊
２
日
ド
ッ
ク
も
認
め
て

い
た
だ
き
た
い
。

年
々
人
間
ド
ッ
ク
の
利
用
者
数
が

増
え
る
状
況
下
、
限
ら
れ
た
財
源

の
中
で
希
望
者
全
員
が
ご
利
用
い
た
だ
け
る

こ
と
を
前
提
に
、
こ
れ
ま
で
再
三
に
わ
た
り

年
齢
や
負
担
額
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
っ
た

結
果
、
被
扶
養
者
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
30

歳
以
上
で
１
日
ド
ッ
ク
と
な
っ
た
経
緯
が
あ

り
ま
す
。

　

他
県
の
共
済
組
合
で
は
、
被
扶
養
者
に
つ

い
て
は
配
偶
者
の
み
と
い
っ
た
と
こ
ろ
も
ご

ざ
い
ま
す
の
で
、
ご
理
解
を
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

内子町

保
健
事
業
関
係

A

A

AA

A
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Ｑ
特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導

の
利
用
率
及
び
メ
タ
ボ
該
当
者

の
減
少
率
等
が
低
い
場
合
、
平
成

25
年
度
か
ら
医
療
保
険
者
に
対

し
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
が
課
さ
れ
る

と
聞
い
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
に

つ
い
て
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
。

ま
た
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
組
合

員
に
周
知
し
、
さ
ら
に
利
用
促
進

を
図
る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導

の
利
用
率
、
メ
タ
ボ
該
当
者
の
減

少
率
が
低
い
場
合
に
、
結
果
と
し
て
、
医
療

保
険
者
で
あ
る
共
済
組
合
が
拠
出
し
て
い

る
後
期
高
齢
者
支
援
金
が
10
％
の
範
囲
で
加

算
・
減
算
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

当
初
は
、
利
用
率
、
実
施
率
、
減
少
率
に

応
じ
て
と
の
考
え
で
あ
り
ま
し
た
が
、
最
近

公
表
さ
れ
た「
高
齢
者
医
療
制
度
の
見
直
し

に
つ
い
て
の
最
終
取
り
ま
と
め
」で
は
、
全

く
実
施
し
て
い
な
い
医
療
保
険
者
に
対
し
て

の
み
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
を
行
う
と
な
っ
て
お

り
、
今
後
更
に
検
討
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

組
合
公
報
で
は
、
特
定
健
康
診
査
等
の
利

用
率
な
ど
の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
組
合
員
の

皆
さ
ま
の
掛
金
・
負
担
金
に
跳
ね
返
る
こ
と

と
な
る
こ
と
を
お
知
ら
せ
し
て
お
り
ま
す

が
、
今
後
も
、
機
会
を
捉
え
て
所
属
所
の
共

済
担
当
者
の
方
へ
の
説
明
、
医
療
費
通
知
の

際
な
ど
に
も
周
知
す
る
よ
う
に
し
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

禁
煙
に
向
け
て
努
力
し
て
い
る

組
合
員
に
対
し
、
助
成
制
度
を
検

討
さ
れ
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

（
禁
煙
外
来
受
診
、
ら
く
ら
く
禁

煙
コ
ン
テ
ス
ト
参
加
な
ど
）

特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導

に
お
い
て
も
、
喫
煙
の
リ
ス
ク
は

度
々
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
現
在
の
社
会

情
勢
の
中
で
は
、
市
民
感
情
や
組
合
員
感
情

に
も
配
慮
し
た
助
成
を
す
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、「
禁
煙
に

向
け
て
の
助
成
」は
難
し
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

１
年
間
保
険
診
療
を
受
け
な

か
っ
た
組
合
員
及
び
被
扶
養
者

に
対
し
、
記
念
品
の
贈
呈
を
検

討
し
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

以
前
、
健
康
組
合
員
・
健
康
家
庭

を
表
彰
す
る
事
業
を
実
施
し
て
い

ま
し
た
が
、
保
険
診
療
に
よ
る
早
期
発
見
・

早
期
治
療
を
妨
げ
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
こ

と
、
ま
た
医
療
費
の
削
減
効
果
も
あ
ま
り
期

待
で
き
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
平
成
19
年
度

に
こ
の
事
業
を
廃
止
し
た
経
緯
も
あ
り
ま
す

の
で
、
保
険
診
療
を
受
け
な
か
っ
た
組
合
員

等
に
対
し
て
記
念
品
を
贈
る
こ
と
は
難
し
い

と
思
わ
れ
ま
す
。

年
１
回
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予

防
接
種
補
助
を
年
２
回
ま
で
補

助
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、

は
り
・
き
ゅ
う
施
術
料
助
成
に
あ

ん
摩
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
料
も
含
め
て

い
た
だ
き
た
い
。

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
補
助

は
、
請
求
実
績
も
あ
り
、
医
療
費

抑
制
効
果
も
期
待
で
き
ま
す
が
、
保
健
事
業

全
体
の
バ
ラ
ン
ス
や
財
政
的
な
状
況
を
考
慮

し
、
今
後
検
討
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
あ
ん
摩
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
の
利
用
補

助
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
か
ら「
事
業
の
実

施
に
当
た
っ
て
、
住
民
の
疑
念
を
招
か
な
い

よ
う
に
、
個
別
の
事
業
ご
と
に
そ
の
必
要
性

及
び
内
容
に
つ
い
て
十
分
に
吟
味
し
た
う

え
、
適
切
に
行
う
こ
と
」と
の
指
導
が
あ
り

ま
す
の
で
、
新
た
な
補
助
は
難
し
い
も
の
と

思
わ
れ
ま
す
。

え
ひ
め
共
済
会
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
は
、
２
か
月
先
ま
で
予
約
可
能

と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
セ
ン
タ
ー

試
験
が
実
施
さ
れ
る
日
な
ど
は
、

受
験
の
た
め
の
宿
泊
施
設
を
探
し

て
い
ま
す
。
理
由
等
が
あ
る
場
合

は
、
１
年
前
か
ら
先
行
予
約
で
き

る
よ
う
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

電
話
で
の
予
約
に
つ
き
ま
し
て
は
、

従
来
か
ら
、
宿
泊
、
会
議
室
及
び

宴
会
の
利
用
と
も
に「
利
用
月
の
12
か
月
前

の
初
日
」か
ら
予
約
を
承
っ
て
お
り
ま
す
が
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
予
約
に
つ
き
ま
し
て

は
、
え
ひ
め
共
済
会
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は「
２

か
月
前
か
ら
」、
ま
た
、
楽
天
ト
ラ
ベ
ル
は「
６

か
月
前
か
ら
」の
予
約
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ご
指
摘
の
あ
り
ま
し
た
え
ひ
め
共
済
会
館

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
つ
き
ま
し
て
は
、「
電
話

で
の
予
約
に
つ
き
ま
し
て
は
１
年
前
か
ら
予

約
を
承
る
」旨
、
新
た
に
明
示
し
、
周
知
い

た
し
ま
し
た
。

A

AA

伊予市

A

宿
泊
関
係

A
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Ｑ

ＱA

ＱA
定
期
預
金
や
国
債
、
地
方
債
な
ど

で
運
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す

が
、
そ
の
内
訳
等
を
教
え
て
い
た

だ
き
た
い
。
ま
た
、
銀
行
等
が
破

綻
し
た
場
合
、
組
合
員
の
預
金
は

ど
う
な
り
ま
す
か
。

貯
金
経
理
の
資
産
は
、
平
成
23
年

度
末
で
５
７
３
億
円
と
な
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
内
訳
は
、
預
金
が
５
行
合
計
２

０
２
億
円
、
有
価
証
券
が
３
６
８
億
円
、
物

資
経
理
へ
の
長
期
貸
付
金
な
ど
が
３
億
円
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。
有
価
証
券
は
国
債
93
億
、

地
方
債
44
億
、
公
営
企
業
債
22
億
、
社
債
56

億
、
諸
債
券
92
億
、
公
社
債
投
信
９
億
、
円

建
外
債
52
億
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、

株
式
運
用
は
で
き
な
い
規
定
に
な
っ
て
い
ま

す
。

　

な
お
、
毎
年
、
共
済
だ
よ
り
４
月
号
に
予

算
の
運
用
計
画
を
掲
載
し
て
お
り
ま
す
が
、

今
後
は
、
決
算
の
資
産
構
成
に
つ
き
ま
し
て

も
、
共
済
だ
よ
り
で
お
知
ら
せ
し
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

　

銀
行
が
破
綻
し
た
場
合
の
共
済
貯
金
に
つ

き
ま
し
て
は
、
共
済
組
合
は
預
金
保
険
機
構

対
象
の
金
融
機
関
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

１
０
０
０
万
円
を
限
度
と
し
て
預
金
を
保
護

す
る
ペ
イ
オ
フ
の
取
扱
い
は
適
用
さ
れ
ま
せ

ん
。
共
済
組
合
で
は
リ
ス
ク
を
最
小
限
に
抑

え
る
た
め
、
取
引
金
融
機
関
の
格
付
、
自
己

資
本
比
率
、
決
算
状
況
な
ど
に
注
意
し
な
が

ら
運
用
し
て
お
り
ま
す
。
有
価
証
券
に
つ
き

ま
し
て
も
安
全
を
重
視
し
た
運
用
に
努
め
て

お
り
、
組
合
会
議
員
や
監
事
の
皆
さ
ま
に
は

組
合
会
や
監
査
な
ど
の
際
に
報
告
を
行
っ
て

お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
万
一
に
備
え
て
欠
損
金
補
て
ん
積

立
金
を
積
み
立
て
て
お
り
、
積
立
金
を
含
め

た
剰
余
金
の
合
計
は
、
平
成
23
年
度
末
で
38

億
円
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

な
お
、
ペ
イ
オ
フ
に
つ
き
ま
し
て
は
、
本

組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す

の
で
、
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

臨
時
増
額
貯
金
と
は
別
に
、
期

末
手
当
か
ら
も
控
除
し
て
払
い

込
め
る
方
法
を
検
討
し
て
い
た

だ
き
た
い
。              

払
込
手
数
料
の
自
己
負
担
が
必
要

な
場
合
な
ど
は
期
末
手
当
か
ら
の

控
除
を
行
っ
て
い
る
組
合
も
あ
り
ま
す
が
、

実
施
し
て
い
る
組
合
で
は
、
控
除
額
が
不
足

す
る
な
ど
の
ト
ラ
ブ
ル
も
発
生
し
て
お
り
、

課
題
も
あ
る
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
本
組

合
で
は
、
組
合
員
皆
さ
ま
の
大
切
な
貯
金
を

限
ら
れ
た
時
間
、
人
員
で
、
正
確
な
入
出
金
、

残
高
管
理
を
行
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
現
在

の
と
こ
ろ
は
、
臨
時
増
額
貯
金
で
の
払
込
み

を
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
後
、
事

務
の
窓
口
と
な
り
ま
す
所
属
所
の
状
況
・
ご

意
見
を
お
伺
い
し
、
６
月
・
12
月
の
期
末
手

当
及
び
給
料
に
係
る
円
滑
な
貯
金
の
事
務
処

理
が
可
能
な
の
か
、
事
務
に
支
障
は
な
い
の

か
を
見
極
め
な
が
ら
検
討
し
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

物
資
供
給
事
業
の
利
用
件
数
が
減

少
し
て
い
る
が
、
今
後
の
事
業
の

見
通
し
に
つ
い
て
教
え
て
い
た
だ

き
た
い
。

物
資
供
給
事
業
の
利
用
件
数
、
利

用
金
額
は
、
年
々
減
少
し
て
い
ま

す
。
平
成
23
年
度
の
利
用
件
数
は
２
０
０
件

を
下
回
り
、
利
用
金
額
も
２
億
３
０
０
０
万

円
に
ま
で
減
少
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

中
、
破
産
や
民
事
再
生
な
ど
に
よ
る
貸
付
事

故
が
増
加
し
、
保
険
料
の
支
払
額
が
増
え
た

た
め
、
収
支
が
悪
化
し
、
物
資
経
理
は
平
成

17
年
度
か
ら
平
成
23
年
度
ま
で
赤
字
決
算
が

続
い
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
物
資
供
給
事

業
に
要
す
る
資
金
の
借
入
先
を
、
平
成
23
年

度
か
ら
３
年
間
か
け
て
段
階
的
に
、
預
託
金

管
理
経
理(

年
金
資
金)

か
ら
貯
金
経
理
の
積

立
資
金
へ
切
替
え
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
借

入
利
息
を
減
ら
し
、
収
支
の
改
善
を
図
る
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。

　

今
後
の
利
用
状
況
や
収
支
状
況
を
踏
ま

え
、
来
年
度
以
降
に
お
い
て
、
事
業
の
存
廃

を
含
め
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

西予市

伊方町

貯
金
事
業
関
係

物
資
供
給
事
業
関
係

A
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　平成20年度から始まりました特定健康診査及び特定保健指導について、平成23年度の実施状況(平
成24年10月24日国への報告分)がまとまりましたので、概況をお知らせします。
　昨年の報告時と比べると、組合員の特定健康診査受診率が増加傾向に転じたのに比べ、被扶養者
の受診率は減少傾向になっています。特定健康診査・特定保健指導は、ご自身の健康管理・生活習
慣の改善に役立つだけでなく、増え続ける医療費の抑制効果も期待できますので、積極的に受診・
利用していただくようお願いします。
　また、喫煙に関する事項では、喫煙者の割合は減少傾向にあるものの、組合員の喫煙者の割合が
24.9%と依然として高い喫煙率となっています。

平成23年度

集　計　事　項
全体(任継組合員を含む) 現職組合員 現職組合員の被扶養者

23年度 22年度 増　減 23年度 22年度 増　減 23年度 22年度 増　減

特
定
健
康
診
査

特定健康診査対象者数 ① (人) 13,464 13,684 －220 9,313 9,353 －40 3,645 3,782 －137

特定健康診査受診者数 ② (人) 10,824 10,554 270 8,808 8,408 400 1,843 1,955 －112

健診受診率 ②／① (%) 80.4 77.1 3.3 94.6 89.9 4.7 50.6 51.7 －1.1

評価対象者数 ※1 ③ (人) 10,850 10,642 208 8,834 8,496 338 1,843 1,955 －112

内
臓
脂
肪
症
候
群

内臓脂肪症候群該当者数 ④ (人) 1,545 1,476 69 1,422 1,345 77 100 103 －3 

内臓脂肪症候群該当者割合 ④／③ (%) 14.2 13.9 0.3 16.1 15.8 0.3 5.4 5.3 0.1 

内臓脂肪症候群予備群者数 ⑤ (人) 1,347 1,390 －43 1,225 1,272 －47 102 95 7 

内臓脂肪症候群予備群者割合 ⑤／③ (%) 12.4 13.1 －0.7 13.9 15.0 －1.1 5.5 4.9 0.6 

服
薬
中
の
者

高血圧症の治療に係る薬剤の服用
者割合 (%) 13.4 13.5 －0.1 13.7 13.5 0.2 11.2 12.5 －1.3 

脂質異常症の治療に係る薬剤の服
用者割合 (%) 8.5 8.6 －0.1 8.6 8.5 0.1 8.0 8.4 －0.4 

糖尿病の治療に係る薬剤の服用者
割合 (%) 3.4 3.4 0.0 3.7 3.8 －0.1 1.8 2.0 －0.2 

特
定
保
健
指
導

積極的支援の対象者数 ⑥ (人) 1,331 1,349 －18  1,265 1,276 －11 52 53 －1

積極的支援の終了者数 ※2 ⑦ (人) 307 205 102 306 204 102 1 0 1 

動機付け支援の対象者数 ⑧ (人) 886 894 －8 747 779 －32 126 107 19 

動機付け支援の終了者数 ※2 ⑨ (人) 84 94 －10 69 85 －16  15 8 7 

特定保健指導の対象者数 ⑥＋⑧ (人) 2,217 2,243 －26 2,012 2,055 －43  178 160 18 

特定保健指導の終了者数 ⑦＋⑨ (人) 391 299 92 375 289 86 16 8 8 

喫
煙

喫煙者数 ⑩ (人) 2,307 2,424 －117 2,202 2,315 －113  76 82 －6 

喫煙者の割合 ⑩／③ (%) 21.3 22.8 －1.5 24.9 27.2 －2.3 4.1 4.2 －0.1 

※1 特定健康診査受診者数に、全ての検査項目は受診できなかったものの階層化が可能であった受診者数を含みます。   
※2 前年度の特定健康診査の結果に基づく特定保健指導の利用者で、前年の国への報告後に終了したものを含みます。

特定健康診査及び特定保健指導の

実施状況について
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●共済貯金に加入しませんか？●

比べてください
普通貯金なのに
有利な年利１. ０％ 
（税引後年利0.79685％・１月１日現在）

　共済貯金は、出し入れ自由な普通貯金です。
いつでも指定金融機関の窓口から預け入れがで
き、給料天引きによる預け入れもできますので、
将来に備えた計画的な貯蓄が可能です。定期預
金とは違い、払戻しも毎週行っており、手数料
等を払うことなく払戻しと解約ができますので
大変便利です。
　ご加入のお申込みは、所属所の共済事務担当
課（係）までお申し出ください。

共済貯金の払戻しスケジュールは、共済組
合ホームページでご確認ください。

■毎月償還表〔抜粋〕
入学貸付（年利2.72％）
貸付額 償還月額 償還回数
50万円 8,922円 60回

※100万円 12,295 円 90回
※150万円 15,674 円 108回
※200万円 19,055 円 120回

修学貸付（年利2.72％）
貸付額 償還月額 償還回数

※120万円 13,923 円 96回
※240万円 21,058 円 132回
※360万円 28,338 円 150回
※480万円 37,783 円 150回

※貸付額が 100万円以上のときは、ボーナス併用償還の選択も可能です。

（平成25年 1月1日現在）○貸付利率は、年２.７２％（変動）です。
※貸付規程の本則利率の改正や財政融資資金利率の変動に伴い変動し
ます。

※保険料の一部負担 年０.０６％を含んでいます。

○毎月の償還額（他の金融機関等からの借入や共済組合物資供給
事業を含む。）が給料月額の３０％を超える場合、又は年間の償
還額（他の金融機関等からの借入や共済組合物資供給事業を含
む。）が年収の３０％を超える場合は、貸付を受けられません。

～〈お申込み〉は各所属所の共済事務担当課（係）まで～

入学貸付
申込受付中です

入学時に要する諸費用（入学金・教科書代・授業料・
家賃等）の資金の貸付

修学貸付
２月下旬から受付します

入学後の修学に要する諸費用（授業料・家賃等）の資
金の貸付

限　

度　

額

○給料月額の６か月分以内
（申込みは、１万円単位で２００万円
を限度とします。）

○修業年限の年数に相当する月数１月につき、１０万円
以内
（申込みは、1万円単位で１学年につき年額１２０万円
を限度とします。）
[毎年３月又は４月に１年分を申し込むのを原則とし、
５月以降の申込みは、申込みの翌月から起算し、当該
貸付を行う事業年度の残月数分の貸付になります。]

償
還
方
法

○貸付を受けた月の翌月から毎月元利均等償還
（最高１２０回）
○申出により修業年限（貸付月の翌月から起算）を限度
として元金の据え置きができます。
（元金据置期間中は利息分のみの支払い）

○修学が終了した月の翌月から毎月元利均等償還
（最高１５０回）
○修学期間中は元金据え置き
（元金据置期間中は利息分のみの支払い）

添
付
書
類

○合格通知書又は入学許可証（据え置きを希望する場合
は、申立書を提出してください。）
○入学金、教科書代、授業料、家賃等が確認できる書類
等

○在学証明書
（入学前の場合は、合格通知書又は入学許可証を提出
し、入学後に在学証明書を提出してください。）

○授業料、家賃等が確認できる書類等

教育資金の
借入れを
お考えの方に

共済貯金の利息に
「復興特別所得税」が課税されます
　平成 23年 12月 2日に「東日本大震災からの復興のための施策を実施す
るために必要な財源の確保に関する特別措置法」が公布され、復興特別所得
税及び復興特別法人税が創設されました。
　これにより、平成 25年１月１日以降に支払われる給与所得や預金利息な
どに対して復興特別所得税（＝所得税× 2.1％）が追加課税され、共済貯金
の利息についても次のとおり源泉徴収されることとなります。

期間 平成24年 12月 31日まで

⇒

平成25年 1月 1日から

源泉
徴収
税率

所　得　税　　　１５％
地　方　税　　　　５％

合　　　計　　　２０％

所得税及び
復興特別所得税　１５．３１５％
地　方　税　　　　５．０００％

合　　　計　　　２０．３１５％

◆利息計算の対象期間にかかわらず、平成25年 1月 1日以降に現に受け取るこ
ととなる利息に対し、所得税・地方税合わせ一律20.315％が源泉徴収されます。

◆障害者等に係る少額貯蓄非課税制度（マル優）の適用により所得税が非課税と
なっている貯金利息に対しては、復興特別所得税についても課税されません。

◆復興特別所得税制度についての詳細は、最寄りの税務署へお問い合わせください。

共済組合には、入学・修学に係る貸付制度があります。ご利用ください。

貸付のご案内入学・修学



　共済だより 1月号 Vol.27215

注意事項
※１：指定店については、共済組合ホームページでご確認

ください。

※２：利用限度額は２００万円で、未償還元金がある場合
は、その金額を２００万円から差し引いた金額が限
度額となります。また、共済組合の貸付事業及び物
資供給事業の毎月償還額の合算額 (新規利用分を含
む。）が給料月額の30％を超える場合、又は年間償
還額の合算額（新規利用分を含む。）が年収の30％
を超える場合はご利用できません。

※３：物資供給規程の本則利率の改正や財政融資資金利率
の変動に伴って、償還途中であっても償還額が変更
される場合があります。

※４：過去に貸付事業・物資供給事業の規定に違反してい
る場合、給料等の差し押さえを受けている、又は債
務超過により返済が困難と認められる場合、その他
利用が不適当と認められる場合等はご利用できませ
ん。

お願い
貸付事業及び物資供給事業のご利用に当たって
は、収入と借入のバランスを考えた返済計画を
立ててください※４。

物資購入票

共
済
組
合

↑
↑

SHOP

¥¥

ローンで自動車等の
ご購入をお考えの方に

便利 低利

償還利率
年２.９％（変動）

★ 簡単  ４ＳＴＥＰ
　共済組合の物資供給事業指定店では、自
動車等の購入に当たり、共済組合立替払い
（ローン）が、簡単４ＳＴＥＰでご利用でき
ます。

★選べる
　 便利  な償還（返済）方法
　支払忘れのない給与天引きで、毎月償還
分は60回以内、賞与償還分は共済組合立替
金額の半分以内を償還期間内で自由に設定
でき、償還期間中に手数料無料で一部・全
部の繰上償還もできます。

★比べてください
　 低利  な償還利率
　平成25年1月1日現在、年利２・９％ (変
動金利※３) で別途保証料等は徴収いたしませ
ん。

○所属所の共済事務担当課（係）で物資購入票（４部複
写）を受け取り、氏名等を記入・押印してください、
利用可能であれば、共済事務担当者が署名・押印
いたします。

○物資供給事業契約業者（指定店）※１に
共済組合の物資供給事業を利用する旨を伝え、物
資購入票に購入商品名・共済組合立替金額※２等を
記入し、契約業者に確認印をもらって、業者控を
除く３部を受け取ってください。

○契約業者から納品（納車）されます。

○納品後は速やかに、物資購入票に受領印を
押印、希望支払方法等を記入して、組合員
控を除く２部を共済事務担当者にお渡しく
ださい。うち１部が共済組合へ提出され、
契約業者に確認後、共済組合から契約業者
に直接送金いたします。
○決定された償還回数で、元利均等償還により償還
額を計算し、決定月の翌月から、給料及び賞与か
らの天引きで償還（返済）していただきます。

○所属所の共済事務

ＳＴＥＰ１

○物資供給事業契約業

ＳＴＥＰ２

○契約業者から納品（納

ＳＴＥＰ３

○納品後は速やかに

ＳＴＥＰ４

■物資指定店（追加・変更・取消）

区分 年月日
（変更は届出日）

指定店名 所在地 電話番号 取扱商品

追加 H24.9.21 今治新菱自動車㈲ 今治市近見町１丁目３－１２ （0898）32-5269 自動車
（車検含む）

社名
変更 H24.9.18

新： ㈱日吉自動車
　　　　↑
旧：日吉自動車整備工場

北宇和郡鬼北町上鍵山９１ （0895）44-2656 自動車

取消 H24.9.30 ㈱スリースリー・カーセンター 自動車

取消 H24.10.31 ㈱平井アート 貴金属

物資供給事業をご利用ください
簡単



本年もえ
ひめ共済会館をよろしくお願いいたします

◎発行所／愛媛県市町村職員共済組合　松山市三番町5丁目13-1
◎編集発行人／山内 定樹　URL http://www.ehime-kyosai.jp/　 環境にやさしい大豆油インキを

使用しています。

ご予約・お問い合わせは ...................................

えひめ共済会館
TEL 089-945-6311
FAX 089-945-6322
〒790-0003 松山市三番町5丁目13-1

http://www.ehime-kyosai.jp/kaikan/

─組合の現況─
（平成２4年11月末現在）

◎所属所数 ..................................................................43
◎組合員数 .............................................14,991人
　　　　男 .................................................9,765人
　　　　女 .................................................5,226人
◎平均給料月額（短期） ..........318,163円
◎被扶養者数 .......................................18,049人
　（含任継 ...............................................内 250人）
◎任意継続組合員 ......................................335人
◎年金受給者数 ..................................16,631人

ご予約はお電話にて
好評承り中♪♪

ご予約はお電話にてご予ご予ご予約約はお電話にてて
好評承り中♪♪好評承評承 中♪り中♪♪♪

平成25年3月31日まで
どこに宿泊されても 1県目  お一人様 1泊2食付 7,500円(税込)
2県目  10％off 3県目  50％off 4県目  無料
巡れば巡るほどお得になる
詳しくはホームページをご覧ください。

平成成成成成成2255年年年年成25年年年年年年3333 33月月333311日日ままままままで
「四国旅劇場」

「四国4県共済会館・宿泊施設合同キャンペーン」「四国4県共済会館・宿泊施設合同キャンペーン」
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宿泊予約状況（12月12日現在） ● 余裕あり　▲ あと僅か　× 満 室

1
月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2
月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● × ● ● ● ● ● ●

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木
● ● × × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● ●

写真は和洋コース4,500円

※その他ご予算に合わせた各種料理・鍋コースもご用意させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

1,500円
飲み放題

(税込)

瓶ビール・日本酒・焼酎
チューハイ・ソフトドリンク
ワイン・ウイスキー
ノンアルコールビール

・和　会　席・
・和洋卓料理・
・和洋コース・

（
す
べ
て
税
込
価
格
）

写真は和会席 4,500円

お一人様

お す す め 料 理
3,500円～4,500円
3,500円～4,500円
3,500円～4,500円

写真は和洋卓料理（8人盛）4,500円

ご好評をいただいております「四国旅劇場」は平成25年3月31日をもちまして終了させていただきます。つきましては、現在お手持ちのスタンプは、
平成25年4月1日以降はご利用できませんのでご注意ください。なお、只今第２弾の企画を検討しておりますので、ご期待ください。

「四国旅劇場」の
スタンプについて




